
権利体系の衡平性とリベラ〃・パラドックス‡

鈴　村　興太郎

　　　　　　　　　　　　　　1　はじめに

　A・K・Sen［17，18，19］とGibbard［10］によって発見されたリベラル．

パラト．ツクスは，個人の自由主義的権利の社会的実現を保障しつつ，パレート

原理という非常に弱い形式のr厚生主義的」（welfarlst1c）な要求を満足する社

会的選択ルールは論理的に存在しないことを示．して，大きな反響をよぴおこし

た。このパラト㌧クスの性椅は，次の簡単な例によく表れている：

　［例1コ2人の個人1・2はシャツの色の選択に関して紺（3）と白（π）の2

つの可能性をもっている．そのとき，（他の事情は全て一定として）実現可能

な社会状態は一例えぱ個人1が紺（3），個人2が白（π）を選択する状態を

（3，〃）と記すことにすれぱ一（3，石），（3，W），（肌3），（肌W）の4つある

ことになる．いま，例えぱ2つの状態（ム，ム），（肌3）を比較すれぱ，個人2

はいずれにせよ紺（3）を選んでいるので，これらの状態を区別する唯一の差異

は個人1が紺（月）を選ぷか白（W）を選ぷかだけである．このように，2つの

状態間の差異がある個人の「個人的特徴」（persOna1feat11re）だけである場合

には，その個人が嫌う社会状態が杜会的に選択されることがあってはならない．

さもないと，社会的選択ルールは個人の自由主義的な権利を社会的に実現させ

得ないことになるからである．また2人の個人が一致して嫌う社会状態は，杜

会的にも選択されないことが望ましい一これは厚生経済学において周知の　　　　‘

「バレート原理」（Parato　P正inciple）である．これら2のつの要求一「個人
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主義的権利の社会的実現」とrバレート原理」一を満足する社会的選択のル

ーノレは存在するだろうか1）．

　　　　　　　　　　　　　　　第1図
　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　（肌　豚）　　　　（3，　3）

　　　　　　　　　　　（3，豚）　　　　　（3，〃）

　　　　　　　　　　　（豚，3）　　　　　（肌　3）

　　　　　　　　　　　（3，　3）　　　　　（IK　w）

　さて，2人の個人の社会状態に対する個人的選好順序が第1図に示すもので

あるとしよう2）・この選好の組合わせに対応して社会的選択ノレーノレが集合S＝

｛（凪3），（夙W），（肌3），（肌W）｝から選択する社会状態の集合を0（8）と記

そう．

　明らかに，（肌W）と（3，W）は個人1のシャツの色だけで区別され，しか

も個人1は（豚，W）を（刀，W）よりも選好しているのだから，自由主義的権

利の社会的尊重により（万，のは8から選択され得ない．同じ理由から（3，B）

も（肌のも8から選択され得ない．また，2人の個人は一致して（3，豚）を

（w，3）よりも選好しているので，バレート原理によって（w，月）も8から選

択され得ない・従って0（S）＝⑲となって，実は8からの社会的選択は論理的

に不可能となる、ll

　この例を一般化して，自由主義的かつ厚生主義的な社会的選択ルーノレに関す

るセンの一般可能性定理を正確に表現しておこう．

　個人の総数を肌とし亙＝｛ユ，2，……，肌｝を個人の築合とする．Xはありとあ

らゆる社会状態の集合とする・個人o∈wがもつx上の選好順序を励と記

す3〕。すなわち，（”，砂）∈凪であれぱ，個人4は”を砂よりも好むか，悪くと

も”と砂は無差別であると考えている・P（助は見に対応する強い選矧1贋序

であるとする．すなわち

　（1）　　　　（”，砂）∈1〕（凧）⇔［（”，砂）∈助＆（砂，”）｛助］

である．各個人の選好順序のリストを「プロファイル」（pr0丘1e）と呼ぴ，論
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理的に可能なプロフ7イル全体の集合をλと書く．あるプロファイルα∈λの

もとで個人丑∈wがもつ選矧1噴序を〃と記すことにする．夕はxの空でな

い有限部分集合金体の集合を示すものとする・3上のr選択関数」（choic♀

imctiOn）0は，各Sξラに対してその非空部分集合0（S）を対応させる関数

のことである．「社会的選択ルール」（socia1chOice　mle）Fとは，各プロファ　　　　・

イルα∈∠に対して社会的選択関数0匝＝F（α）を対応させる関数を指す4）．社

会的選択ルーノレFに関する個人4∈1V’の「個人的権利域」（personal　domain

c｛rights）とは，直積集合X×Xの部分集合刀｛で，佳意のプロファイルαu

に対して

　（2）　（”，砂）ω。∩P（〃）⇒∀8∈豆：［”∈8⇒パ以8）］

そ満足するものを指す・個人4∈wは，D｛に属するペア（z，砂）に対して”を

〃よりも選好する事実を表明することによって，エを含む集合のなかから

1（彼／彼女が望まない）μが選ぱれることを妨げる権利を（ルーノレアによって）

常に保障されているわけである．

　次に，任意のプロファイルα∈かと任意の杜会状態”，リ∈xに対して

　（3）　　（・，砂）∈∩P（珊）⇒∀8ξ夕：［・∈8⇒パ0田（S）コ
　　　　　　　　　｛…〃
一が成立するならば，ノレーノレFはパレート原理を満足するという．（3）の意味

．内容は既に明らかだろう、

　これでセンの一般可能性定理を述ぺる準傭ができた．

一定理1［Sen（1970）］

　少なくとも2人の個人に空でない個人的権利域を保障し，同時にバレート原

・理を尊重する社会的選択ルールは存在しない．

　センの理論においては，各個人の個人的権利域それ自体は理論の外部から与

．えられたものと考えられている．所与の個人的権利域を社会的に実現するルー

一ノレを，パレート原理と低触しない形で設計できるか否かということが，センの

燗題なのであった．しかし，誰にどのような権利を認めるかということ自体，
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極めて重要な杜会的選択の問魑であることは疑いない．もし仮に，「適切」な

権利分配のノレーノレが予め適用されていさえすれぱセンのバラドックスが解消さ

れるのであれぱ，センの一般可能性定理のイ㍉バクトは大幅に削減されること

になろう・本稿は，センの定理の頑健性を検討する趣旨で，この問題を検討す

ることを目的としている．

2権利分配の衡平性

　いうまでもなく，ここでr適切」な権利配分とはなにかが大間題である．・ま

ず，「羨望のない状態としての衡平性」（Equity　as　N0－Envy）の概念を適用

して権利分配の衡平性を構想したAusten－Smith［2コの試みを吟味してみた

い5〕．

　単純化のため，各個人の個人的権利域刀｛は「対称的」（SymmetriC）であり

（エ，砂）∈功⇔（砂，”）∈功を満足することを仮定しよう6）．そして

　（4）　　　1（以）＝U刀。（”），where　D｛（”）＝ω∈Xl（砂，”）∈凪｝

　　　　　　　　　蜆E1
と定義する・対称性の仮定のもとでは，集合∠（刀｛）は個人4が特権を与えら

れている社会状態の集合であるといってよい・そこで以下では」（1）｛）を個人

づのr権利集合」と称することにしたい．いま仮に，あるプロファイノレ帆∈λ

に対して

　（5）　　　W，プ∈凡ヨ派1（1〕1），∀μ∈1（1）3）1（”，μ）∈珊

が成立するならぱ，権利分配1）＝（刀1，刀2，・…・・，刀π）はプロファイノレαに関し

て「衡平」（equitable）であるという．

　（5）の意味は次のように考えれぱ理解し易い．どの個人也∈Wに対しても，

彼の権利集合内には，彼以外のどの個人の権利集合内のどの社会状態と比較し

ても，彼自身の選好順序珊に照らして決して劣ることがない状態が必ず含

まれている．この意味で，どの個人も他人の権利築合に対して羨望を抱く理由

がないのである。この考え方は，資源配分の理論における「衡平配分」（equi－

table　all㏄atiOn）の概念の巧みな応用に他ならない7）．

　権利分配刀＝（1）王，D2，……，ム）に関して，もうひとつ重要な概念をここで
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（52） 一橋論叢第99巻第5号

導入しよう．始めに，ある自然数‘（2≦亡＜十〇〇）に対する順序対の列｛（〆，

型一）｝㌧ヨ1で

（a）任意のμ∈｛1，2，・…・・，亡｝に対して（〆，μ一）∈U｛州刀｛が成立する；

（b）全てのμ∈｛1，2，……，亡｝に対して（”一，砂一）ω也、を成立させるような

ゲ∈wは存在しない；

（c）”ニニμ1および全てのμ∈｛1，2，……，‘｝に対して〆＝砂μ■1が成立する

という3つの要求に従うものを，権利分配D＝（刀1，刀2，……，以）内のr臨界

的ループ」（critical　loop）と呼ぷ．また臨界的ループを含まない権利分配を

「整合的」（coherent）な権利分配と名付ける．

　これだけの準備のもとに，次の定理を述べることができる．

定理2
　各プロファイノレα“に対して，そのもとでの権利分配刀α＝（刀1皿，刀チ，

　・，D冊田）が

（a）全ての個人乞∈Wに対して糾（D也血）＝2が成立つ；

（b）刀皿は整合的である；

（c）1）匝はプロファイルα∈λに関して衡平である

という3つの条件を満足するならば，各プロファイノレ切∈λに対して全ての

個人に個人的権利域がを保障し，しかもバレート原理を尊重する社会的選択

ノレ．ルが存在する．

［証明］定理が成立しない状況では，あるプロファイノレα∈λとある集合s∈3

が存在して，0皿（S）＝⑪となっていなくてはならない、このことは8から8へ

の一価関数φで

　（6）　　　ヨづ（・）∈W：（φ（”），”）ω皿ω∩1〕（月皿ω）

あるいは

　（7）　　　　　　　　　　　　　　　（φ（”），”）∈∩一P（1～｛皿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　“〃
を満足するものが存在することを意味している．もし（6）が全ての”∈Sに

対して成立てばD皿の整合性との矛盾が生じるし，また（7）が全ての”∈s
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に対して成立てぱ炉｛（｛∈w）の推移性との矛盾が生じてしまう．従って，あ

るが∈sで
　（8）　　（φ（z‡），”‡）∈一0㍉｛”㍉∩P（1記皿“”‡〕），（φ（φ（”＾）），φ（”‡））∈∩1〕（2㍉），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“π
　　　　φ（φ（”．））∈∠（」oo“φ｛φω‡〕〕〕）

を成立させるものが存在しなくてはならない．一方，全ての｛∈wに対して

P（炉｛）は非対称的なのでφ（”＾）≠が，φ（φ（が））≠φ（が）およぴφ（φ（が））≠が

が成立つ筈である．また仮定により糾（が｛｛凶）＝2なので｛（φ（φ（が）））≠

4（が）でもなくてはならない．このことは炉伽㍉の推移性から従う

　　　　　　　　　　　（φ（φ（缶＾）），”“）∈P（1～㍉｛蟷㍉）

をが∈」（が他‡〕），φ（φ（が））d（が｛｛φ㈱串〕〕〕）と緒合することによって，権

利分配刀岨の衡平性との矛盾が生じることを意味している．l1

　定理2との関連でいくつかの注釈を与えておきたい．第1に，定理2は権利

分配の整合性の要求が追加されていることを除けぱAusten－Smith［2，PrOp0－

Siti㎝1コと等しい．実のところ，定理の成立にとってこの追加的条件は不可

欠なのである．この事実は次の例からわかる：

［例2］3人の個人の権利域が1）1＝1（”，μ），（砂，”）1，刀2＝1（μ，含），（2，μ）〕，D昌＝

1（”，2），（ε，”）〕で与えられ，彼等の選好順序が第2図のようなものであるとせ

　　　　　　　　　　　　　　　第2図

　　　　　　　　　　1　　　　　　　2　　　　　　　3

　　　　　　　　　　”　　　　　　　μ　　　　　　　2

　　　　　　　　　　砂　　　　　　　2　　　　　　　”

　　　　　　　　　　2　　　　　　　”　　　　　　　”

よ。そのとき，この権利分配は定理2の仮定（a），（b）を満足するが仮定（c）

は満たさない．容易に確認できるように，この場合には個人的権利の実現を保

障するノレールは存在しない．ll

第2に，定理2は個人の権利集合が3つ以上の状態を含む場合には崩壊して
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しまう．この意味で，定理2が示唆する可能性は著しく狭いものなのである．

［例3］2人の個人の権利域がD1＝｛（〃，”），（”，也），（”，砂），（砂，”）1，刀2＝｛（ω，砂），

（μ，ω），（砂，2），（畠，砂）｝で与えられ，彼等の選好が第3図のものとせよ．この場

合，権利分配は仮定（b），（c）を満たすものの糾（刀｛）o3（｛＝1，2）である．そ

して個人的権利の実現を保障し，パレート原理に従うルールは存在しない．ll

第3図
1　　　　　　　　　　　　2

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　ω

2　　　　　　　　　　　　μ

”　　　　　　　　　　　　　　　　　2

μ　　　　　　　　　　　　”

ω　　　　　　　　　　　　　　　　　剋

　第3に，衡平な権利分配という概念の直観的な説得カも，詳しく検討すると

かなり疑わしく恩われてくる．この事実は以下の2つの例によって明らかにさ

れる．

［例4コ巧と幻は（他の事情は一定として）個人ゴがよい職を得ている状態

および個人ゴが失業している状態とする．直観的にいって，個人プが巧＝

｛（仰，μ1），（吻，”1）｝という権利域に対して不可侵性を保陣されることを要求す

ることは，ごく自然なことに思われる．ところでいま，別の個人｛で刀戸

｛（吻，砂｛），（吻，”｛）｝という権利域をもち，しかも　（物，吻）∈1〕（助，（ω，ωξ

P（助という選好をもつものが存在したとしよう。（例えば吻と物との差異

は6の個室の壁の色がビンクか黄色かという点だけであり，｛はゴに対す乏悪

意から，彼の個室のインテリアよりもゴが失業の悲嘆にあえぐことの方が「牽

要」だと考えるものとすれぱよい。）この場合には，権利分配刀＝（1）｛，1〕1）は

壱のプに対する「羨望」を含み，従って非衡平なものとされてしまう．しかし，

明らかにこの状況において非難されるべきは4の悪意の選好であって，プの権

利域巧はこの悪意の存在によウて放棄されるべきどころか，むしろ一層擁護　　　　．

されるべきだといわねぱならない．1l
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権利体系の衡平性とリペラル1パラドヅクス （55）

［例5］個人ゴは，生れながらのフットボーノレの天才だがそれ以外の取柄はな

いものとしよう・いま”’と〃は，彼の才能が特に生かされるチームと彼が

恵まれた契約を結ぷ状態およぴ彼が失業している状態であるものとしよう．一

方，個人づは貧弱な体格をもち，フヅトボールのプレイヤーとして成功する可

能性は皆無ながら心底からこのゲームに惚込んでいて，このチームの熱狂的な

7アンであるものとしよう．2人の個人の権利域および個人4の選好は，それ

ぞれ1）｛害｛（吻，ω，（眺，吻）エ，1）’呈｛（仰，物），（幻，巧）工およぴ（仰，”也）∈ア（見），

（仰，ωP（私）で与えられるものとしよう．この場合，丑の選好はプヘの悪意に

よって動機付けられているどころか，彼はr自分の部屋の壁の色などは，あの

偉大なプレイヤーが我がチームを優勝に導いてくれるバラ色の可能性と比較す

ればとるに足らない！」と考えている．この状況は［例4コと（全く異なる意

味をもつものの形式的には）類似した舎意をもつ．すなわち，この場合にもゴ

の権利は非衡平性を理由として否定されてしまう．しかし，白発的契約の自由

およぴ自分の可能性の自由な追及は自由主義者が極めて重視する価値であつて，

この考え方を否定する含意を生む権利分配の衡平性の考え方には，大きな凝問

符を付けなくてはならない．ll

　以上の考察により，権利分配の衡平性を鍵概念としてリペラル・バラドヅク

スを解消しようという試みは，失欺であると結論づけなくてはならない．なぜ

ならぱ，

（a）　この試みに拠って確保されるパラドヅクスからの脱出路は，極めて隈ら

　　れた意味でしか成功を保障し得ない；

（b）　しかも権利分配の衡平性の概念は，ひとびとの悪意の選好が権利の社会

　　的保障を妨げるとか個人の契約自由の原則を否定するといった非リベラル

　　な含意を生む

からである．
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（56） 一橋論叢　第99巻　第5号

3　ミルの原理

　自由に関する全ての考察に対して，ミルの『白由論』（Mil1．［15コ）が及ぽし

た影響は計り知れない重要性をもっている．この著書において彼は，r法的制

裁という形式の物理的強制によるにせよ，世論の道徳的強制によるにせよ，社

会が個人に対して強制し統制することを正当化するひとつの単純な原理」を提

唱している・この原理によれぱ，r人聞が他の個人の行動の自由に，個人とし

てにせよ集団的にせよ千渉することが許容され得る唯一の目的は，自己防衛と

いう目的である・文明社会の構成員に対して，彼の意思に反して強制カを合法

的に行使できる唯一の目的は，他人に対する危害を妨げるためである」と述ぺ

た．この「非常に単純な原理」は，ラスキ［12］やバーリン［3コも言うよう

に，実は単純どころではなく極めて多義的かつ論争的な主張である．ここでは

この論争に立入る余裕はないが，本稿の問題にとってミルの原理がもつ合意を

調べることには大いに興味があるように思われる．

　ミルの原理を定式化するひとつの素直な方法は，次のようなものである．プ

ロファイノレαξλと集合8∈ラは，ある個人4∈wに対して

　（9）　　　　　　｛一0｛∩一P（亙｛o）｝∩［｛UWj（811言㌻）｝X8コ≠O

　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ…〃
を成立させるものであるとしよう．た芦し（9）において集合乃（81刀㌻）は

8内で選好順序”ゴに関して最悪な状態の集合であるものとする．この場合，

個人乱∈wに権利域功に対する不可侵性を保障すれば，ある個人J（判）と

”〃∈8∩1（刀｛）が存在して，個人｛による権利（”，μ）∈1）｛の行使は，個人ゴ

にとって最悪の社会状態（”）に対して社会的優先権を保障することになる．

この意味における他の個人に対する危害を避けるために，ミルのr非常に単純

な原理」に従って，次のような制約を権利分配に対して課すことにしよう8）．

［ミルの原理（I）コ

　任意のプロファイノレα∈λと任意の集合s∈夕に対して個人が不可侵の権

利を保障され得る権利域は
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　（10）　　　　　［U｛D㍉∩P（月㍉）｝コ∩［｛U豚1（8i月㌻）1×Sコ＝⑪

　　　　　　　｛‘π　　　　　　　　　　　　　5‘〃

という制約に服さなけれぱならない．

　ミルの原理に対するこの最初の定式化は，実のところリベラル・パラドック

スを解消させる能カをもたない．この事実は次の例によって示される．

［例6コ2人の個人の権利域と選好がそれぞれ刀、＝｛（”，砂），（砂，”）｝，1）。＝｛（”，2），

（2，”）｝およぴ第4図で示されるものとせよ．

　　　　　　　　　　　　　　　　第4図

　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　”

　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　ω

この権利域は条件（10）を満足

　2

　型

　2

　”

　ω

するが，パレート原理を満足しつつこの権利域の不可侵性を保障できるルール

は存在しない．li

　ミルの原理の最初の定式化の失敗の原因は，容易に見抜くことができる．こ

の定式化においては，r他人に対する危害」は影響を受ける個人自体の主観的

な個人的選好に即して定義されている．しかし，個人的権利域の正当性を社会

的に判定する際に，個人の主観的選好のみを情報的基礎とすることには疑間の

余地がある・r他人に対する危害」は，むしろr非個性的」（impersonal）な

「倫理的選好」（ethical　prefemce）に照らして判定されることが適切だとい

う有カな主張（WOuheim［29コ）があるからである．

　この代替的な考え方を定式化するために，社会的決定の情報的基礎を拡大す

ることにしよう．社会状態の集合xの上の選好順序刀のかわりに，以下では直

積集合XXWの上の選好順序肩を考えることにする．この拡大された選好順

序の意味は，次のように理解される：（（”，づ），（〃，プ））∈垣が成立するのは，社

会状態”において個人｛の位置にいることが，社会状態砂において個人ゴの位

659



（58）　　　　　　　　一橋論叢第99巻第5号

置にいることに比較して少なくとも同程度に望ましいとき・そしてそのときの

みである．このように拡大された選好順序は，厚生の個人間比較の一方法とし

て，社会的選択理論においてしばしば適用されている9）・

　われわれは，佳意のプロファイノレα∈λに対応する拡大された選好順序丑

が

（11）　Vl∈W，∀・，μ∈X：（・，砂）∈他⇔（（・，づ），（ω）∈肩

を満足するという意味でr同感の公理」（axiOm　Of　sympathy）を満足するこ

とを要求しておきたい．（11）の意味は明らかだろう、われわれは，終始個人

づの立場から2つの社会状態”，ψを比較する限りにおいて，個人4自身が刎

に対してもつ選好に同感し，それを受入れるものとするのである．

　次に，r他人に対する危害」を倫理的に判定する論理的手続きとして・月に

墓づいて形成されるr公正順序」（juStiCeOrdering）を∫（肩）と書くことにす

る．（”，砂）∈J（肩）は，”が砂と比較して少なくとも同程度に公正であるとき，

そしてそのときにのみ成立するものとするのである・なにが公正であるかに関

しては，勿論異論の余地が大きい．しかしわれわれは，公正順序J（初に関

して恐らく同意が成立し易いと思われるひとつの公理を課すだけでよい．すな

わち，任意のプロファイノレα∈∠と任意の杜会状態舳∈xに対して，

　（12）　　　　　∩1〕（灼）⊂1〕（∫（肩））
　　　　　　　　　　　　　“〃
が成立するとき，われわれは公正順序∫（刷はr不偏性」（impartiality）の公

理を満足するということにする．不偏性をもつ公田11頁序は，全員一致して”を

砂より選好している場合に帖■を砂よりも公正であると見なすのである．

　これでミノレのr非常に単純な原理」に対して第2の定式化を与える準備がで

きた．

［ミルの原理（■）］

　任意のプロファイルαuに対して，任意の個人4∈Wが個人的権利域1）｛

に属する（”，ψ）に対して不可侵性を保障されるのは・不偏性をもつ公正順序

∫（肩）に従つて”がμよりも一少なくとも同程度に公正であるとき，そしてその
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ときのみである．

　ミルの原理（I）とは対照的に，ミルの原理（lI）はリペラノレ・バラドヅク

スを解消する能力を一般的に備えてい．る．すなわち次の定理が成立する．

定理3
　権利分配刀＝（刀1，D2，……，D冊）が整合的ならぱ，パレート原理とミルの原

理（lI）を満足する社会的決定ノレールが停在する．

　実のところ，定理3は筆者が既に論証した命題（Suzumura［26，Theorem

7．7］）の系に他ならない．紙幅の制約もあり，ここで改めて詳しい証明を与え

ることは省略したい．

4　おわりに

　本稿においてわれわれは，個人的権利域の分配に対してr適切」な制約を設

けることによってリベラノレ・バラドヅクスを解消することができるかという問

題を提起し，この趣旨の2つの提案を論理的に吟味した．権利分配の衡平性の

概念に基づく第ユの提案は，論理的に破綻するのみでなく，鍵概念としての権

利分配の衡平性という考え方の説得カにおいても甚だ凝わしいという事実が明

らかにされた・ミノレのr非常に単純な原理」の定式化に立脚する第2の提案に

関しては・2つの代替的定式化が検討され，われわれがrミルの原理（II）」

と称する定式化はリベラル・バラドヅクスの一般的解消方法としての質楕をも

つことが述べられた・最後に2つの注意を与えて本稿を開じることにしたい．

　第ユ．定理3において設けられた権利分配の整合性の前提は，議論の単純化

のために要求されているものの必ずしも適切な前提ではないユo〕し，定理3をこ

の前提から解放する方法も既に見出だされている（Suzumura［26］）．

　第2。ミルの原理（II）の直観的な意味は，不偏的な社会倫理の観点からみ

て他人への危害をもたらさないことを条件として，個人的権利の行使が許容さ
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れるということである．恐らくこの解決に対して考えられる反論のひとつは，

この原理が含むパターナリスティックな要素であろうと思われる．極論すれぱ，

バターナリズムは最も強い意味で非自由主義的な原理である．この意味で，定

理3はリペラル・バラドヅクスの非自由主義的な解決であるという批判の余地

を残している．これに対して，「リベラルな個人」という鍵概念に基づく筆者

のもうひとつの提案には，この批判の余地はない．興味をもたれる読者はSu－

zumur乱［22，26コおよぴSu・umura　and　Suga［2ア］を参照されたい．

　＊）筆者は，1960年代の後半の大挙院生時代に，目本経済研究センターを会場

として開催されたFar　E乱stem　Meeting　of　the　EcOnometric　Sooietyに捌・て

Amartya　K．S㎝教授のパレート原理に関する報告を聞く機会を得た二とを最初

のきっかけとして，厚生経済学と牡会的選択の理論に深入りすることになうた．そ

の後，故時子山和彦教授およぴ永島孝教授と一緒にKemeth　J．Arrow教授の著書

（∫06〃C加伽舳”仇肋一伽α1閉㈱）の研究会をもったことが，この分野への傾

斜を決定的に強める機縁となった．Sen教授のリベラル・パラドックスに関する本

稿を，故時子山教授を追悼する機会に捧げる所以である．

　本稿は，筆者がVisiting　FellowとしてA11Souls　Conege，Oxford　University

に滞在中に執筆されたため，邦語文猷を一切参照することができなかった・優れた

翻訳が存在するにも係わらず敢えて私訳を試みた箇所があるのは，専らこの事情に

よることを書添えておきたい．

1）個人の自由主義的権利の表現方法として，社会的選択ルールに対するこのよう

　な制約を課すことが適切であるか否かに関しては，かなり激しい論争がある．二

　の論争の主要内脊に関してはG昼rdenf0■s［7コ，Gaertne■Pattanaik　and　Suzu－

　mura［9］，Sen［18，19］，Sugden［20］を参照せよ．ここではSen〔17，18］に

　よる定式化を承認して議論を進めるが1ゲーム形式その他の代替的な表現形式に

　即しても，本稿で提起するものと基本的に同じ間題を表現することができる．紙

　幅の制約のため，ここでは立入らない．

2）　この図一およぴ以下に登場する類似の図一は，各列の上方に位置する社会

　状態が下方に位置する社会状態よりも選好されるように描かれている、

3）助は順序なので，「完備性」（completeness）［全ての”，砂∈Xに対して（”，

　〃）∈助and／or（μ，”）∈耽］と「推移性」（trans1tivity）［全ての”，甘，2∈Xに対

　して（”，砂）∈私＆（μ，2）∈抽⇒（”，2）∈見コを満足する．

4」　二の形式的な定義の直観的な意味は，次の通りである．社会的選択ルール五は，
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　プロファイルα∈五に築約された藷個人の選好判断を取纏めて，実際に選択可

　能な社会状態の集合が定まったときそこから社会的選択を行う方法を定めるルー

　ルである．従うて，各血∈λに対してFは0血＝F（α）という社会的遜択関数を

　定め，資源・技術その他の環境的諸条件によって実現可能な社会状櫨の築合

　8∈ラが定まったとき，0田は（プロファイルαに集約された個人的選好に配慮

　しつつ）0皿（S）に含まれる社会状態を選択するわけである一

5）　このアプローチに追随した文献としてGaertner［8］をも挙げておこう一

6）　この仮定は表記と議論の単純化のためのものであり，必ずしも本質的ではない．

　また，われわれが通常r個人の権利」と考える状況が常に対称的な個人的権利域

　を生むわけでもなし、一

7）　例えぱ1Fo1ey［6］，Suzumura［24コ，yarian［28］などを参照せよ．

8）　この定式化はDayがprmciple　of　negative　mdividua1political1ibe耐yと呼

　んだものに対応している．Day［5，p．24］を参照せよ．

9）例えぱArrow［1］，Borglin［3］，Sen［17コ，SupPes［21］。Suzumura［22，24・

　25，26］を参照せよ。

10）例えぱ［例1］の権利分配は整合性の条件を満足しない。
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